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（出典：財務省「令和６年度税制改正（案）」について）
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（出典：財務省 令和６年度税制改正について2024.1.22）
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１．定額減税（国税・地方税）



（１）定額による所得税額の特別控除 令和６年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除を次により実施する。

（1）居住者の所得税額から、特別控除の額を控除する。

ただし、その者の令和６年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805万円以下（給与収入のみなら2000万円以下）である場合に限る。

（2）特別控除の額は、次の金額の合計額とする。

ただし、その合計額がその者の所得税額を超える場合には、所得税額を限度とする。

① 本人 ３万円 ② 同一生計配偶者又は扶養親族（居住者に該当する者に限る。「同一生計配偶者等」） １人につき ３万円

（２）所得税（給与所得者に係る特別控除の額の控除）

イ 令和６年６月１日以後最初に支払を受ける給与等（賞与を含むものとし、給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給

与等の支払者が支払うものに限る。）につき源泉徴収をされるべき所得税の額（「控除前源泉徴収税額」）から特別控除の額に相当

する金額（当該金額が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当する金額）を控除する。

ロ 特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後

令和６年中に支払われる当該給与等（同年において最後に支払われるものを除く。）に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。

（注１）上記イ及びロにより控除する同一生計配偶者等に係る特別控除の額は、原則として源泉控除対象配偶者で合計所得金額が48

万円以下である者又は扶養親族で居住者に該当する者について算出する。

（注２）上記イ及びロについて、給与所得者の扶養控除等申告書に記載した事項の異動等により特別控除の額に異動が生ずる場合に

は、年末調整により調整する。

ハ 令和６年分の年末調整の際に、年税額から特別控除の額を控除する。

（３）所得税（公的年金等の受給者に係る特別控除の額の控除）

令和６年６月１日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき源泉徴収をされるべき所得税の額について、上記

に準じた取扱いとする。

（４）所得税（事業所得者等に係る特別控除の額の控除）

イ 令和６年分の所得税に係る第１期分予定納税額（７月）から本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除する。 4



ロ 特別控除の額に相当する金額のうち、第１期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第２期分予定納税額

（11月）から控除する。（注）予定納税に係る上記イ及びロによる控除は、現行の納付すべき額から行う。

ハ 予定納税額の減額の承認の申請により、第１期分予定納税額及び第２期分予定納税額について、同一生計配偶者等に係る特別控除の

額に相当する金額の控除の適用を受けることができることとする。（令和６年分の所得税に係る第１期分予定納税額の納期を令和６年

７月１日から９月30日までの期間（現行：同年７月１日 から同月31日までの期間）とするとともに、同年６月30日の現況に係る予定納

税額の減額の承認の申請の期限を同年７月31日（現行：同月15日） とする。

ホ 令和６年分の所得税に係る確定申告書を提出する事業所得者等は、その提出の際に所得税額から特別控除の額を控除する。

（５）定額減税（住民税） 定額による所得割の額の特別控除 令和６年度分の所得割について、定額による特別控除を次により実施する。

（1）納税義務者の所得割の額から、特別控除の額を控除する。

ただし、その者の令和６年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。

（2）特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とする。

① 本人 １万円 ② 控除対象配偶者又は扶養親族（国外居住者を除く。）１人につき １万円

（注）控除対象配偶者を除く同一生計配偶者（国外居住者を除く。）については、令和７年度分の所得割の額から１万円を控除する。

（６）住民税（給与所得者に係る特別控除の額の控除）

イ 特別徴収義務者は、令和６年６月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の

１の額を令和６年７月から令和７年５月まで、それぞれの給与の支払をする際毎月徴収する。

ロ 地方公共団体は、令和６年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知（納税義務者用）に控除した額等を記載することと

する。

（７）住民税（普通徴収の場合）

令和６年度分の個人住民税に係る第１期分（多くの場合６月）の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除する。

（以下略）
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6（出典：財務省 令和６年度税制改正について2024.1.22）
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（注） この「扶養親族等の数」とは、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族（老人扶養親族又は特定扶養親族を含む。）との合計数をいう。
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定額減税  ５つの「配偶者」

令和６年６月１日 甲欄居住者（基準日在職者）

配偶者の合計所得金額

95万円
(150万)

48万円
(103万)

万円 万円 万円  所得者の
※1,000900 1,805

対象外

合計所得金額

控除対象配偶者

非源泉控除対象
同一生計配偶者

を除き、新たに
「源泉徴収に係る申告書」
「年末調整に係る申告書」

Ａ

月次減税事務

Ａ 非控除対象配偶者

住民税からの
減税は１年遅れ

源泉控除対象配偶者

月次減税事務対象者
だが年末調整・確定申告で

取り戻される

計 配 偶 者同 一 生



【※改めて「合計所得金額」「総所得金額（等）」とは】

9（出典：富田林市課税課ＨＰ）



【定額減税の留意点】

①定額減税は、所得税は令和６年分、住民税は令和６年度分（所得は令和５年分）について実施されるので、所得ベースでみると、所

得税と住民税で年分のズレがある。

②定額減税の対象となるのは、本人の令和６年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805万円以下という条件がある。また、金額の計算

においては所得金額が48万円以下の扶養親族がいる場合に減税額が加算される。つまり、本人の所得が1,805万円を超えればそもそ

も減税の対象外となるため、扶養親族が何人いても減税額はゼロということ。

③令和６年６月１日現在、甲欄が適用される居住者の人については、一律に主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けること

になり、自分で定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできない（国税庁令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆ＡＱ2-

4）。合計所得金額が 1,805万円を超えることが見込まれる人であっても、基準日在職者に該当する場合には、月次減税の対象とな

る（Ｑ3-4）。

④定額減税額の計算に含める同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数については、その基準日在職者が既に提出した扶養控除等申告書

に基づき把握することになり、新たに扶養控除等申告書を再提出してもらう必要はない。ただし、扶養控除等申告書に記載していな

い同一生計配偶者（令和６年中の所得金額の見積額が 900万円超である基準日在職者の同一生計配偶者）や 16歳未満の扶養親族に

ついて、月次減税額の計算に含める場合には、基準日在職者は「源泉徴収に係る申告書」を事前に提出する必要がある（Ｑ6-1）。

同一生計配偶者や扶養親族の人数は、毎月の給与や賞与における源泉徴収税額の計算のための「扶養親族等の数」とは異なる場合が

あるので注意。

⑤交付金（給付金）の対象とならず、定額減税の恩恵も十分得られない所得層への対応策に注意（住宅ローン減税で所得税がゼロにな

り住民税からも控除している納税者の救済は調整給付）

⑥公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるこ

とになる。給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が

行われることとなる（Ｑ2-3）。

★減税と言えば聞こえは良いが、制度が複雑。給与計算の担当者やシステム担当者はかなり大変。

税理士の立場では、会社の経理マン、不動産や株をされているクライアントに対してはしっかり案内すること。

103万円（所得金額48万円）の壁が意識されるかもしれないが「調整給付」があるので救済されることをＰＲする？ 10
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【月次減税事務の手順】

１．控除対象者の確認

扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者（令和６年中の所得金額の見積額が 900万円超である基準日在職者
の同一生計配偶者）や 16歳未満の扶養親族について、月次減税額の計算に含める場合には、基準日在職者から「源泉徴
収に係る定額減税のための申告書」（次ページ）を事前に提出してもらう必要がある。

２．各人別控除事績簿の作成

各人別控除事績簿の作成及び様式は法定されたものではないことから、作成は義務ではなく、作成に当たっては適宜の
様式で差し支えないが、あると便利。国税庁ＥＸＣＥＬ版やソフト会社が提供する（？）

３．月次減税額の計算

本人30,000円＋30,000円×人数（同一生計配偶者と扶養親族の分）

４．給与・賞与支払時の月次減税額の控除

月次減税額の金額＞控除前税額の場合、順次控除

５．控除後の事務

給与明細書への控除額の表示 「給与支払明細書」の適宜の箇所に定額減税額を表示
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14（出典：国税庁ＨＰ）



15（出典：国税庁ＨＰ）
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17（出典：自民党税調2023.12.7）

２．スタートアップ関連税制



スタートアップの資金調達への税制措置

スタートアップへの再投資に係る非課税措置とエンジェル税制の拡充

18（出典：経済産業省「令和６年度税制改正について」）



19（出典：自民党税調2023.11.30）



ストックオプション税制の拡充（所得税）

20（出典：経済産業省「令和６年度税制改正について」）



オープンイノベーション促進税制の２年延長（法人税）

21（出典：経済産業省「令和６年度税制改正について」）



22（出典：自民党税調2023.11.30）



パーシャルスピンオフ税制は４年延長（所得税、法人税）

★ソニーグループが令和５年５月に完全子会社であるソニーフィナンシャルグループのパーシャルスピンオフ実施を公表したが、
令和６年度からはスタートアップ事業に限られることに。

23

（出典：経済産業省「令和６年度税制改正について」）



第三者保有の暗号資産の期末時価評価課税に係る見直し（法人税）

24（出典：経済産業省「令和６年度税制改正について」）



３．賃上げ促進税制

賃上げ促進税制見直しの基本的考え方

【適用状況】

（出典：「財務省法人税ＥＢＰＭ」R5.11.7）
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【賃上げ促進税制見直しの基本的考え方】

26（出典：財務省 令和６年度税制改正について2024.1.22）



賃上げ促進税制の適用要件

27（出典：財務省 令和６年度税制改正（案）について2024.1.22）



【仕事と子育ての両立や女性活躍支援の促進へのインセンティブ～「くるみん」「えるぼし」とは何か】

28（出典：自民党税調2023.12.7）



【賃上げ促進税制の留意点】

（１）中小企業は、各年度において、全雇用者給与総額の差額か、継続雇用者の給与総額の差額か有利な方が選択できる＝中小企業要件か
中堅企業要件が選択できる。 例：高年齢高給従業員が退職した年度などは注意

【租税特別措置法42の12の5（給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除）】

（通称「大企業向け」）

１ 青色申告書を提出する法人が、・・・各事業年度（設立事業年度・・・を除く。） において国内雇用者に対して給与等を支給する場
合において、当該事業年度において当該法人の・・・継続雇用者給与等支給増加割合・・・ が百分の三以上であるとき・・・「税額控除
限度額」を控除する。

（通称「中堅企業向け」）

２ 青色申告書を提出する法人が、・・・各事業年度（設立事業年度・・・を除く。） において国内雇用者に対して給与等を支給する場
合で、かつ、当該事業年度終了の時において特定法人に該当する場合において、当該事業年度において当該法人の・・・継続雇用者給与
等支給増加割合・・・ が百分の三以上であるとき・・・「特定税額控除限度額」を控除する。

（通称「中小企業向け」）

３ 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者が、・・・各事業年度（前二項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年
度・・・を除く。） において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、・・・雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上
であるとき・・・「中小企業等税額控除限度額」を控除する。

５ ◆１０ 特定法人 常時使用する従業員の数が二千人以下の法人（当該法人及び当該法人との間に当該法人による法人税法第二条第十
二号の七の五に規定する支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が一万人を超えるものを除く。）をいう。

（２）教育訓練費増加割合の要件緩和と下限規制

第１項、第２項（通称「大企業向け」「中堅企業向け」）共通 ５％加算要件（イ＋ロ）

イ 教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。

ロ 教育訓練費の額の当該法人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。

第３項（通称「中小企業向け」） 10％加算要件
29



イ 教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の五以上であること。

ロ 教育訓練費の額の当該中小企業者等の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。

★上乗せ措置②については、改正前は、前事業年度の教育訓練費の額が０円の場合は、僅かな教育訓練費の増加でも適用が可能な状態になっ

ていたため、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0．05％以上であることが要件として追加されたことに注意。

（３）新設された繰越控除制度の理解

【租税特別措置法42の12の5】

４ 青色申告書を提出する法人の各事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。）にお

いて当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有すると

きは、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当

該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する

金額（当該事業年度において前三項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金

額を控除した残額）を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

５ ◆１２ 繰越税額控除限度超過額 法人の適用年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度（当該適用年度まで連続して青色申告書の

提出をしている場合の各事業年度に限る。）における中小企業者等税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しき

れない金額（既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残

額）の合計額をいう。

８ 第四項の規定は、第三項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の・・・確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付

がある場合で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限

度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

30



★繰越欠損金控除後の法人税額の20％から当該年度の「中小企業等税額控除限度額」を差し引いても余裕枠がある場合がそれほどあるのか？

31（出典：清文社「令和６年度税制改正の要点解説」）



●同方針の公表・届出の期限について、改正前は「適用事業年度終了の日の翌日から45日を経過する日まで」が、公表期限につ

いては「適用事業年度終了の日まで」に前倒しされる見込み。

32

（出典：財務省 令和６年度税制改正（案）について2024.1.22）



33（出典：財務省 令和６年度税制改正（案）について2024.1.22）



34（出典：財務省 令和６年度税制改正（案）について2024.1.22）



戦略分野国内生産促進税制の創設

35（出典：財務省 令和６年度税制改正（案）について2024.1.22）

４．戦略分野国内生産促進税制



〇 戦略分野国内生産促進税制における対象物資及び単位当たり控除額

36（出典：財務省 令和６年度税制改正（案）について2024.1.22）



イノベーションボックス税制の創設

37（出典：財務省 令和６年度税制改正（案）について2024.1.22）

５．イノベーションボックス税制



〇 研究開発税制とイノベーションボックス税制の関係

38（出典：財務省 令和６年度税制改正（案）について2024.1.22）



中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応

39（出典：令和６年１月中小企業庁）

６．倒産防止共済の再加入の廃止



40（出典：令和６年１月中小企業庁）



41（出典：経済産業省令和６年度税制改正について）

７．交際費等の損金不算入制度の見直し



損金算入特例の延長（所得税も同様）

42（出典：経済産業省令和６年度税制改正について）

８．少額減価償却資産の損金算入特例制度の延長



（１） 法人事業税の外形標準課税の概要

★外形標準課税の対象法人数は平成18年度をピーク（29,618社）に減少傾向が継続。令和4年度は18,832社（1万社の減少）。

ＪＴＢ、ＡＮＡ、ＨＩＳなどなど中小企業化！

43

（出典：総務省令和６年度地方税制改正について2024.1.22）

９．外形標準課税の見直し



（２）外形標準課税に関する課題 減資と組織再編

44

（出典：総務省令和６年度地方税制改正について2024.1.22）



（３）減資への対応

45

（出典：総務省令和６年度地方税制改正について2024.1.22）



（４）１００％子会社等への対応

46

（出典：総務省令和６年度地方税制改正について2024.1.22）



中小企業事業再編投資損失準備金の拡充及び延長

47（出典：財務省 令和６年度税制改正について2024.1.22）

１０．中小企業事業再編投資損失準備金の拡充及び延長



１１．事業承継税制

特例承継計画の提出期限の延長

税制改正大綱では、

「法人版事業承継税制については、平成 30年１月から 10年間の特例措置として、令和６年３月末までに特例承継計画の提出が
なされた事業承継について抜本的拡充を行ったものである。コロナの影響が長期化したことを踏まえ、特例承継計画の提出期限
を令和８年３月末まで２年延長する。

この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が待ったなしの課題であるために事業承
継を集中的に進める観点の下、贈与・相続時の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時限措置としていることを踏ま
え、令和９年12月末までの適用期限については今後とも延長を行わない。

あわせて、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限についても２年延長する。 事業承継を検討している中小
企業経営者及び個人事業者の方々には、適用期限が到来することを見据え、早期に事業承継に取り組むこと及び政府・関係団体
には、目的達成のため一層の支援体制の構築を図ることを強く期待する。」

48



〇 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除（措置法70の7の6～70の7の8）概要

★令和５年度は性加害問題で揺れるジャニーズ事務所が、相続税の面からも注目されていた。先代から承継した株式の相続税納

税が猶予・免除される「事業承継税制」の特例措置を受けていることが明らかになったからだ。事業承継税制の特例は比較的

適用要件が厳しく、クリアしないと数百億円にのぼるともいわれる相続税の納税が必要となる。

49

（出典：国税庁税務署パンフレット）



50
（出典：経済産業省令和６年度税制改正について）



１２．不動産税制

１．住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の延長

51
（出典：国土交通省「令和６年度税制改正」



【改正前制度及び非課税限度額の推移】

52（出典：財務省「令和４年度税制改正について」）



２．土地に係る固定資産税の負担調整措置及び条例減額制度の延長

53（出典：国土交通省「令和６年度税制改正」）



新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、令和３年度は、負担調整措置等により税額が増加する土地について前年度の税
額に据え置き、令和４年度は、商業地に係る課税標準額の上昇幅を半減（改正前５％を2．5％へ半減）させる特別な措置が講じ
られた。しかしながら、令和５年度については、規定通りの負担調整措置（課税標準額の上昇幅は評価額の５％）が適用された。

土地に係る固定資産税については、平成９年度から負担水準の均衡化を進めてきた結果、令和２年度の商業地等における負担
水準は、据置特例の対象となる60％から70％までの範囲（据置ゾーン）内にほぼ収斂するに至ったが、近年の地価上昇により、
令和５年度の負担水準は、据置ゾーン内にある土地の割合が低下し、再びばらついた状態となっている。

（２）据置ゾーン内における負担水準の不均衡

据置特例が存在することで、据置ゾーン内
における負担水準の不均衡が解消されないと
いう課題がある。本来、同じ評価額の土地に
ついては同じ税負担を求めることが基本。
このため、税負担の公平性の観点からは更な
る均衡化に向けた取組みが求められ引き続き
検討を行うこととされた。

（３）留意点

固定資産税の課税標準額については、右図
のように負担調整措置及び条例減額制度があ
るが、固定資産税評価額は３年に一度の評価
替えにより上昇が見込まれ、令和６年度は、
相続税等の土地の評価額、不動産取得税・登
録免許税の対象額が上昇することに留意。

54

（１）土地に係る固定資産税等の負担調整措置

土地Ａ
評価額 １０００万円

↓
課税標準額 ７００万円
（評価額×７０％が上限

土地Ａ
評価額 １０００万円

↓
課税標準額 ７００万円

（評価額×７０％が上限値）

評価額は横ばい

土地Ｂ
評価額 １０００万円

↓
課税標準額 ６００万円

（評価額×６０％で引上げ停止）

【据置特例が影響】

土地Ｂ
評価額 ６００万円

↓
課税標準額 ４２０万円

（評価額×７０％が上限値）

土地Ｂ
評価額 １０００万円

↓
課税標準額 ４７０万円
（評価額の５％引上げ）

（毎年度、評価額の５％引上げ）
地価上昇

同じ評価額の土地について
課税標準額に差が発生



３．住宅ローン減税の借入限度額及び床面積要件の維持

55（出典：国土交通省「令和６年度税制改正」）



【改正の背景】

厚生労働省が令和６年２月に発表した人口動態統計の速報値（外国人らを含む）によると、2023年に生まれた赤ちゃんの数
（出生数）は過去最少の75万8631人だった。初めて80万人を割った22年から5.1％減り、少子化が一段と進んだ。今後発表する日
本人だけの出生数は70万人台前半への落ち込みが確実な情勢だ。婚姻数も90年ぶりに50万組を割った。死亡数は過去最多の159万
503人となり、出生数を引いた人口の自然減は83万1872人と最大の減少幅になった。

（１）子育て世代への税制面の支援 その１

現下の急激な住宅価格の上昇等の状況も踏まえ、子育て世代への税制面の支援を強化するため、子育て世代及び若者夫婦世帯
に限り現在の制度を維持する方針となった。 省エネ住宅の住宅借入金等限度額は、令和４年税制改正により令和４年から令和７
年入居の場合に適用される住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の制度が見直され、令和６年から住宅等の区分及び居
住年に応じて借入限度額や控除期間が変わり、引き下げが予定されていた。

しかし、特例対象個人（※）が認定住宅等の新築等をして、令和６年中（令和６年1月1日から令和６年12月31日までの間）に
居住の用に供した場合には、令和６年に限り一定の上乗せ措置を講ずることで、令和４、５年入居の場合の水準を維持することに
なった。 そのほかの世帯についての変更はなく、予定通り令和６年から引き下げられる。 また、今回の改正によって子育て世代
の住宅借入金等特別控除の制度が維持されたのは、認定住宅等の新築等の場合であって、中古住宅については今回の改正による上
乗せ措置はない。

※ 特例対象個人

①個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者

②年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者

現在子育て中の世帯だけではなく、今後子育ての可能性のある世帯も含まれている。この場合において、年齢40歳未満・年齢
19歳未満であるかどうかの判定、その個人の配偶者または扶養親族に該当するかどうかの判定は、令和６年12月31日基準。

（２）子育て世代への税制面の支援 その２ 次項

子育て世代に対する優遇措置は住宅ローン控除にとどまらず、リフォーム支援についても見直された。

56



４．既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充・延長（所得税）

57（出典：国土交通省「令和６年度税制改正」）



５．居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長（所得税・個人住民税）

58（出典：国土交通省「令和６年度税制改正」）



上記① マイホーム買換え時の「譲渡益」に対する課税の繰り延べ特例の適用を受けるための要件

（1）自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、

住まなくなった日から３年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

（2）売った年、その前年および前々年にマイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例またはマイホームを売ったときの軽減

税率の特例もしくはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

（3）売ったマイホームと買い換えたマイホームは、日本国内にあるものであること。

（4）売却代金が１億円以下であること（前々年から翌々年までの５年間に分割して売却した部分も含めた売却代金により行う）。

（5）居住期間が10年以上で、かつ、売った年の１月１日において売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超えるものであること。

（6）買い換える建物の床面積が50平方メートル以上のものであり、買い換える土地の面積が500平方メートル以下のものであること。

（7）マイホームを売った年の前年から翌年までの３年の間にマイホームを買い換えること。

（8）買い換えるマイホームが、建築後使用されたことのない住宅である場合において、令和６年１月1日以後に入居（または入居見込

み）であるときには、特定居住用家屋に該当するもの以外のものであること。

（9）買い換えるマイホームが、耐火建築物の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、または一

定の耐震基準を満たすものであること。

（10）買い換えるマイホームが、耐火建築物以外の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、また

は、取得期限までに一定の耐震基準を満たすものであること。

（11）親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

※（特定増改築等）住宅借入金等特別控除については、入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを買い換えたときの特

例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。

また、入居した年の翌年から３年目までのいずれかの年中に、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産

を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。 59



上記② マイホーム買換え時の「譲渡損失」の損益通算及び繰越控除特例の適用を受けるための要件

（1）自分が住んでいるマイホームを譲渡すること。なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から３年を

経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。

（2）譲渡の年の１月１日における所有期間が５年を超える資産（旧居宅）で日本国内にあるものの譲渡であること。

（3）災害によって滅失した家屋で当該家屋を引き続き所有していたとしたら、譲渡の年の１月１日において所有期間が５年を超え

る家屋の敷地の場合は、その敷地を災害があった日から３年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

（4）譲渡の年の前年の１月１日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産（新居宅）で家屋の床面積が50平方

メートル以上であるものを取得すること。

（5）買換資産（新居宅）を取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供することまたは供する見込みであること。

（6）買換資産（新居宅）を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。

上記③ 住宅ローンが残っているマイホームの「譲渡損失」の損益通算及び繰越控除特例の適用を受けるための要件

住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失（譲渡損失）が生じたときは、一定の要件を満たす

ものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除（損益通算）することができる。さらに損益通算を

行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後３年間繰り越して控除（繰越控除）することができる。この特例は、

新たなマイホーム（買換資産）を取得しない場合であっても適用することができる。

要件

・譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。

・マイホームの譲渡価額が上記の住宅ローンの残高を下回っていること。

マイホームの売買契約日の前日における住宅ローンの残高から売却価額を差し引いた残りの金額が、損益通算の限度額となる。
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６．既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る特例措置の延長（固定資産税）

61（出典：国土交通省「令和６年度税制改正」）



７．省エネ性能に優れた住宅の普及促進に係る特例措置の延長（登録免許税・不動産取得税・固定資産税）

62（出典：国土交通省「令和６年度税制改正」）



８．新築住宅に係る税額の減額措置の延長（固定資産税）

★改正が見込まれる（廃止か？！）令和６年度税制改正大綱では・・・

「新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置については、社会経済の情勢等を踏まえ、安全安心な住まいの実現など住生活の
安定の確保及び向上の促進に向け国として推進すべき住宅政策との整合性を確保する観点から、地方税収の安定的な確保を前
提に、そのあり方について検討する。」
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（出典：国土交通省「令和６年度税制改正」）



９．令和６年度住宅税制改正概要（その他）

64

（出典：国土交通省「令和６年度税制改正」）



（１）プラットフォーム課税の導入（国境を超えたデジタルサービス）

65（出典：財務省 令和６年度税制改正について2024.1.22））

１３．消費税改正



（２）国外事業者に係る事業者免税点制度の特例の適用の見直し等

66（出典：自民党税調資料2023.11.30）



（３）国外事業者に係る事業者免税点制度の特例の適用の見直し等

67（出典：財務省 令和６年度税制改正について2024.1.22）



68（出典：財務省 令和６年度税制改正について2024.1.22）



（４）高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例の見直し

69（出典：自民党税調資料2023.11.30）



１．法定調書の電子提出促進

支払調書等の電子情報処理組織（e-Tax）を使用する方法等による提出義務制度について

提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった支払調書等の枚数を30枚以上（現行：100
枚以上）に引き下げる。 （注）上記の改正は、令和９年１月１日以後に提出すべき支払調書等について適用する。

◆例えば、令和７年に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「30枚以上」であった場合には、令和９年に提出する「給与所得
の源泉徴収票」は、e-Tax等 により提出する必要がある。・・・・自社で給与計算している顧問先、社会保険労務士事務所に委託
している顧問先においては、給与所得データをｅ-TAXに移す方策を検討しなければならない？

【参考】源泉徴収票の提出方法等の見直し（令和５年度税制改正では）

【現行】

給与等の源泉徴収票等（支払調書）と個人別明細書の提出については、市区町村の長に対しては全ての従業員（前年の給与支払
額が30万円以下の退職者を除きます。）分が提出対象とされており、また、国（納税地等を所轄する税務署長）に対しては、年末
調整をした支払金額500万円超（一部の者を除きます。）の従業員分や支払金額250万円超の退職者分などが提出対象とされている。

【改正の概要】（令和８年分から）

現行の国（納税地等を所轄する税務署長）に対する源泉徴収票の提出範囲を給与支払報告書に揃えて拡大した上で、地方公共団
体（市区町村の長）に給与支払報告書の提出があった場合には、その従業員について国への給与所得の源泉徴収票の提出があった
ものとみなしてその提出は不要とし、源泉徴収義務者の事務負担の軽減を図ることとされている（※）。

（※）市区町村の長に給与支払報告書の提出があった場合に、国は、その記載情報をその地方公共団体から取得（協力要請）する、
という流れ。
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１４．納税環境整備



２．ｅ－Ｔａｘの利便性の向上

71

（出典：財務省 令和６年度税制改正について2024.1.22）



３．処分通知等の電子交付の拡充

72

（出典：財務省 令和６年度税制改正について2024.1.22）



４．隠蔽・仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合の重加算税制度の整備

73（出典：財務省 令和６年度税制改正について2024.1.22）



５．第二次納税義務対象者の拡大

74（出典：財務省 令和６年度税制改正について2024.1.22）



１５．子育て支援税制（令和７年度改正予定）

１．扶養控除の見直し

児童手当については、所得制限が撤廃されるとともに、支給期間について高校生年代まで延長されることとなる。

これを踏まえ、16歳から18歳までの扶養控除について、15歳以下の取扱いとのバランスを踏まえつつ、高校生年代は子育て世帯
において教育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、現行の一般部分（国税 38万円、地方税 33万円）に代えて、かつて高校
実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分（国税25万円、地方税12万円）を復元し、高校生年代に支給
される児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図ることを目指す。

さらに、扶養控除の見直しにより、課税総所得金額や税額等が変化することで、所得税又は個人住民税におけるこれらの金額等
を活用している社会保障制度や教育等の給付や負担の水準に関して不利益が生じないよう、当該制度等の所管府省において適切な
措置を講じるとともに、独自に事業を実施している地方公共団体においても適切な措置が講じられるようにする必要がある。

２．ひとり親控除の拡充

ひとり親の所得要件について、現行の合計所得金額 500万円以下を 1,000万円以下に引き上げる。 また、ひとり親の子育てにか
かる負担の状況を踏まえ、ひとり親控除の所得税の控除額について、現行の35万円を38万円に引き上げる。合わせて、個人住民税
の控除額について、現行の30万円を33万円に引き上げる。

３．子育て世帯の生命保険料控除の見直し

所得税において、生命保険料控除における新生命保険料に係る一般枠（遺族保障）について、23歳未満の扶養親族を有する場合
には、現行の４万円の適用限度額に対して２万円の上乗せ措置を講ずることとする。 なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料
控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額については、実際の適用控除額の平均が限度額を大きく下回っている実態を踏まえ、
現行の12万円から変更しない。

★子育て支援ではないが、影響の大きい改正案

一時払生命保険については、既に資産を一定程度保有している者が利用していると考えられ、万が一のリスクへの備えに対する
自助努力への支援という本制度の趣旨と合致しないことから、これを控除の適用対象から除外する。
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